
 

 

 

   － 私経研オンラインセミナー － 

育児介護休業法改正に伴う育児休業規程改定のポイント 
   

日  時 
・ 

開催方法 

2021 年 10月 6日（水）13：30 ～ 15：30 
★ＺＯＯＭを利用したオンライン参加形式  

※ 学校でも自宅でも受講可能です（先着 95 名、１法人につき 2 アドレス（2 デバイス）のみ）。 

※ 本セミナーは録画し、本会 Web サイトに動画を掲載いたします（会員限定・無料）。 

ご参加できなかった方は録画視聴をお申込み下さい。 

※ 非会員の方には、DVD 販売（9,900 円消費税込）をいたします。申込フォームよりお申し込みく

ださい。 

講  師 

● 板 谷 直 樹 氏 〔弁護士法人俵法律事務所 弁護士〕 
昭和 63 年生まれ。 
平成 24 年同志社大学法学部法律学科卒業。平成 27 年神戸大学法科大学院修了。平成 28 年司法

試験合格。 
現在、弁護士法人俵法律事務所に所属し、私立学校や官公庁からの法律相談や講演を数多く手

がけ、会誌『私学経営』に「法律相談Ｑ＆Ａ」を連載している。 
その他、兵庫県教育委員会/指導力向上を要する教員判定委員会委員（H30～R2）、大阪府教員の

資質向上審議会委員（R1.5～）、を務める。 
 

本セミナーの概要  

育児・介護休業法が改正され、令和４年４月１日から（一部は同年１０月１日から）施行されます。今回の改

正で新たに出生時育児休業の制度が設けられ、雇用環境整備等の各種措置が事業主に義務付けられましたので、

これらに対応する必要があります。また、これまでは有期雇用労働者の育児・介護休業の取得については、引き

続き雇用された期間が１年以上という要件がありましたが、これが原則として不要となりました。これらの法改

正のポイントや対応における注意点などについて、板谷弁護士より解説していただきます。 

プ ロ グ ラ ム  

１．出生時育児休業制度の新設 

２．事業主が講ずべき措置 

３．育児休業の分割取得・開始日の柔軟化 

４．有期雇用労働者による取得要件の緩和 

申 込 要 領  

■ 申 込 方 法 本会ホームページ（ https://sikeiken.or.jp/ ）の「セミナー申込フォーム」を開き、次の各フォームから 
お申込み下さい。①参加申込  ②録画視聴申込（会員限定・無料）  ③DVD申込（非会員・9,900円） 

※ 申込に記載された学園名、ご住所、役職名、ご氏名等の個人情報は、請求書･領収書等の発送のために使用します。 
※ オンラインセミナー申込みの場合は、メールアドレスをフォームに入力してください（1デバイスにつき1アドレス）。 

 
■ 申 込 締 切 日 10月1日（金） 先着９５名（受信機器９５台）まで（定員になり次第締め切ります） 
 
■ 参 加 料 1デバイス、会員：無料（追加2,200円）／ 非会員：9,900円（消費税込） 

URL転送により複数のデバイスで参加することはできません（判明した場合は強制退出又は追加参加料を頂きます） 

 
■ 参 加 方 法 10月4日（月）に本会からオンラインセミナーに参加するためのURLとパスワードを送りますので、 

届かない場合はメール skkseminar@sikeiken.or.jp でご連絡ください。 

当日は３０分前に配信準備を開始いたしますので、URLをクリックして待機してください。 

ZOOMの参加者名は、法人名（学校法人省く）に変更してください。 

法人名が判断できないものは、参加の許可をいたしません。 
 
■ 主 催 公益社団法人 私学経営研究会 事務局 

ＴＥＬ. 06－6321－2666 / ＦＡＸ. 06－6321－3207 
Ｅ-mail： skkseminar@sikeiken.or.jp 


